








 　
中国ビジネス最新情報　参加申込書（１２月5日開催）

浅間テクノポリス地域センターあて（FAX 0268-23-6673）　    　平成1９年　 月   日

	企　業　名
	

	所　在　地
	

	参加者の所属・役職
	氏　　名
	連　　　絡　　　先

	
	
	ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

E―mail：


※ご記入いただいた個人情報は参加登録として利用する他、当センターからの御案内に用いるもので、他の用途へは使用しません。
実務に役立つ中小企業のための「中華人民共和国労働契約法」解説





「中国ビジネス最新情報」！





講師プロフィール





　２００７年６月２９日に「中華人民共和国労働契約法」が公布され、来年１月１日か


ら施行されます。


この労働契約法は、労働者保護に重点が置かれ、雇用者側に多くの制約が発生しました。２００６年３月にこの草案が公表され、中国国内のみならず海外の商工会議所や企業から２０万近いクレームが寄せられ、３回に渉る修正を経て、今年の６月２９日に公布されたものです。


従って従業員の雇用に際して雇用者側として注意すべき点が多々ありますが、中小企業の日本本社並びに中国の現地責任者がこれを全て読んで理解することは、困難なものがあります。そこで、中国へ進出した日本企業等にとって重要な点を解説し実務に役立てます。


関係する皆様多数のご出席をお願いします。








１　日　時  　平成１９年12月5日（水）14:00～16:30


２　場　所    信州大学繊維学部上田市産学官連携支援施設内４F会議室


（上田市常田3-15-1TEL: 0268-23-6788）


３　内  容　　　


講演テーマ「中国へ進出した中小企業のための中国労働契約法の解説と対策」


講師　　　　経営支援NPOクラブ　中国担当アドバイザ　　久佐賀義光様


４　申込方法　下記申込書に必要事項を御記入の上、平成１9年11月２6日（月）


　　　　　　までにＦＡＸ（0268-23-6673）にてお申し込み下さい。受講料無料


５　主　催　　(財)長野県ﾃｸﾉ財団 浅間ﾃｸﾉﾎﾟﾘｽ地域ｾﾝﾀｰ、


　〒386-8567　上田市常田3-15-1信州大学繊維学部上田市産学官連携支援施設内


　　     TEL：0268-23-6788　E-mail：� HYPERLINK "mailto:asama-t@asatech.or.jp" ��asama-t@asatech.or.jp� （担当：山岸・栁澤）








昭和３０年、三井物産入社、昭和５７年駐中国総代表兼北京事務所所長、東京本社合繊産業原料部長などを歴任、平成４年、物産退社後、ハリマ化成（株）入社、同社取締役・海外部長を経て、現在、高井伸夫法律事務所（中国担当顧問）、経営支援NPOクラブ・中国担当アドバイザ、数多くの大学、企業、団体に於いて、講師として活躍。著書多数。





参加のお勧め





浅間テクノポリス　テーマ別研究














